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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に触媒層を有し反応ガスの供給を受けて発電する燃料電池と、この燃料電池に冷媒
を供給して該燃料電池の温度を制御する冷媒系と、を備えた燃料電池システムであって、
　前記冷媒系は、次回システム始動時における前記燃料電池の温度又は該燃料電池の温度
と相関を有する温度が所定温度以下であると推定される場合には、システム停止時に前記
冷媒の供給を停止し、前記燃料電池への反応ガス供給を遮断した状態で当該燃料電池に発
電を行わせて前記燃料電池の温度を上昇させつつ所定時間経過後に該冷媒の供給を再開す
るものであり、かつ、前記冷媒の供給を再開したときの前記燃料電池と該燃料電池に供給
される冷媒との温度差が所定値以下となるように、前記燃料電池への冷媒供給を制御する
燃料電池システム。
【請求項２】
　前記冷媒系は、前記燃料電池への冷媒供給を間欠的に行う請求項１に記載の燃料電池シ
ステム。
【請求項３】
　前記燃料電池から排出される冷媒の温度に基づいて、前記冷媒系の異常を判定する異常
判定部を備えた請求項１または請求項２のいずれかに記載の燃料電池システム。
【請求項４】
　内部に触媒層を有し反応ガスの供給を受けて発電する燃料電池と、この燃料電池に冷媒
を供給して該燃料電池の温度を制御する冷媒系と、を備えた燃料電池システムの運転停止
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方法であって、
　次回システム始動時における前記燃料電池の温度又は該燃料電池の温度と相関を有する
温度が所定温度以下であると推定される場合には、システム停止時に前記冷媒の供給を停
止し、前記燃料電池への反応ガス供給を遮断した状態で当該燃料電池に発電を行わせて前
記燃料電池の温度を上昇させつつ所定時間経過後に該冷媒の供給を再開し、かつ、前記冷
媒の供給を再開したときの前記燃料電池と該燃料電池に供給される冷媒との温度差が所定
値以下となるように、前記燃料電池への冷媒供給を制御する燃料電池システムの運転停止
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内部に触媒層を有し反応ガスの供給を受けて発電する燃料電池を備えた燃料
電池システムとその運転停止方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、燃料ガスと酸化ガス（以下、これらを反応ガスという。）との電気化学反応によ
って発電する燃料電池をエネルギ源とした燃料電池システムが注目されている。例えば固
体高分子型の燃料電池は、０℃以下の低温環境下におかれると、燃料電池内の凍結、とり
わけ触媒層の凍結により、電気化学反応の進行が阻害される。かかる場合には、燃料電池
の運転停止後に再始動不能となったり、たとえ始動できたとしても、発電効率が著しく損
なわれることになる。
【０００３】
　例えば特許文献１には、燃料電池システムを停止する際、燃料電池への冷却剤流量を絞
って冷却性能を低下させるとともに燃料電池の運転を継続させ、電気化学反応による発熱
を利用して燃料電池の温度を上昇させる技術が開示されている。また、特許文献２には、
燃料電池の発電停止後、スタック内部温度センサが検出した温度とスタック周囲温度セン
サが検出した温度との温度差が所定値を超えている場合には、クーラントを冷却した後、
燃料電池スタックへ導入する技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００３‐１５１６０１号公報
【特許文献２】特開２００５‐３２２５２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献に開示されている技術では、次回システム始動時の状況を
何ら考慮することなく、システム停止時に上記の冷媒制御をそれぞれ行うため、無駄な冷
媒制御を実施してしまう可能性がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、システム停止時における冷媒制御の無駄を抑制することができる燃
料電池システムとその運転停止方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明の燃料電池システムは、内部に触媒層を有し反応ガス
の供給を受けて発電する燃料電池と、この燃料電池に冷媒を供給して該燃料電池の温度を
制御する冷媒系と、を備えた燃料電池システムであって、前記冷媒系は、次回システム始
動時における前記燃料電池の温度又は該燃料電池の温度と相関を有する温度が所定温度以
下であると推定される場合には、システム停止時に前記冷媒の供給を停止し、所定時間経
過後に該冷媒の供給を再開するものである。
【０００７】
　本構成によれば、次回システム始動時における燃料電池の温度推定結果に応じて、冷媒
供給の停止および再開（冷媒制御）が制御される。なお、燃料電池の温度と相関を有する
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温度の例としては、外気温がある。
【０００８】
　本発明の燃料電池システムにおいては、前記システム停止時に、前記燃料電池への反応
ガス供給を遮断した状態で当該燃料電池に発電をさせてもよい。
【０００９】
　本構成によれば、冷媒供給停止後も燃料電池の発電を継続させることにより、発電に伴
う発熱によって燃料電池内の水分蒸発が促進される。
【００１０】
　本発明の燃料電池システムにおいて、前記冷媒系は、例えば前記燃料電池への冷媒供給
を間欠的に行う等して、前記燃料電池と該燃料電池に供給される冷媒との温度差が所定値
以下となるように、前記燃料電池への冷媒供給を制御してもよい。
【００１１】
　燃料電池と該燃料電池に供給される冷媒との温度差が所定値以上になると、かかる温度
差による熱衝撃で燃料電池に割れ等の破損が発生する可能性があるところ、本構成によれ
ば、例えば冷媒を燃料電池に間欠的に供給する等して、前記温度差を所定値以下に抑える
ことにより、燃料電池への熱衝撃を緩和することができる。なお、燃料電池の温度は、当
該燃料電池から排出された冷媒の温度としてもよい。
【００１２】
　本発明の燃料電池システムは、前記燃料電池から排出される冷媒の温度に基づいて、前
記冷媒系の異常を判定する異常判定部を備えてもよい。
【００１３】
　冷媒が燃料電池を冷却しながら冷媒系を正常に流通していれば、燃料電池から排出され
た冷媒の温度は、燃料電池に供給される冷媒の温度に比して上昇しているはずである。し
たがって、本構成によれば、燃料電池から排出される冷媒の温度を監視し、該温度が上昇
しない場合は、冷媒経路に詰まりが生じている等、冷媒系に何らかの異常があるとみなす
ことができる。
【００１４】
　なお、冷媒の温度が上昇しない場合とは、冷媒の温度が全く上昇しない場合だけでなく
、単位時間当たりの温度上昇幅や、温度上昇率が所定値以下の場合を含むものとする。
【００１５】
　本発明に係る燃料電池システムの運転停止方法は、内部に触媒層を有し反応ガスの供給
を受けて発電する燃料電池と、この燃料電池に冷媒を供給して該燃料電池の温度を制御す
る冷媒系と、を備えた燃料電池システムの運転停止方法であって、次回システム始動時に
おける前記燃料電池の温度又は該燃料電池の温度と相関を有する温度が所定温度以下であ
ると推定される場合には、システム停止時に前記冷媒の供給を停止し、所定時間経過後に
該冷媒の供給を再開するものである。
【００１６】
　本構成によれば、次回システム始動時における燃料電池の温度推定結果に応じて、冷媒
供給の停止および再開（冷媒制御）が制御される。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、次回システム始動時における燃料電池の温度推定結果に応じて、冷媒
供給の停止および再開（冷媒制御）が制御されるので、システム停止時における冷媒制御
の無駄を抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　次に、本発明に係る燃料電池システムの一実施の形態を説明する。以下、この燃料電池
システムを燃料電池車両の車載発電システムに適用した場合について説明するが、本発明
はこのような適用例に限らず、船舶，航空機，電車等のあらゆる移動体や歩行ロボットへ
の適用が可能である他、例えば燃料電池が建物（住宅、ビル等）用の発電設備として用い
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られる定置用発電システムへの適用も可能である。
【００１９】
　図１に示すように、酸化ガス（反応ガス）としての空気（外気）は、空気供給路７１を
介して燃料電池２０の空気供給口に供給される。空気供給路７１には、空気から微粒子を
除去するエアフィルタＡ１、空気を加圧するコンプレッサＡ３、供給空気圧を検出する圧
力センサＰ４、及び空気に所要の水分を加える加湿器Ａ２１が設けられている。コンプレ
ッサＡ３は、モータ（補機）によって駆動される。このモータは、後述の制御部５０によ
って駆動制御される。なお、エアフィルタＡ１には、空気流用を検出する図示省略のエア
フローメータ（流量計）が設けられている。
【００２０】
　燃料電池２０から排出される空気オフガスは、排気路７２を経て外部に放出される。排
気路７２には、排気圧を検出する圧力センサＰ１、圧力調整弁Ａ４、及び加湿器Ａ２１の
熱交換器が設けられている。圧力センサＰ１は、燃料電池２０の空気排気口近傍に設けら
れている。圧力調整弁Ａ４は、燃料電池２０への供給空気圧を設定する調圧(減圧)器とし
て機能する。
【００２１】
　圧力センサＰ４，Ｐ１の図示しない検出信号は、制御部５０に送られる。制御部５０は
、コンプレッサＡ３のモータ回転数及び圧力調整弁Ａ４の開度面積を調整することによっ
て、燃料電池２０への供給空気圧や供給空気流量を設定する。
【００２２】
　燃料ガス（反応ガス）としての水素ガスは、水素供給源３０から燃料供給路７４を介し
て燃料電池２０の水素供給口に供給される。水素供給源３０は、例えば高圧水素タンクが
該当するが、いわゆる燃料改質器や水素吸蔵合金等であっても良い。
【００２３】
　燃料供給路７４には、水素供給源３０から水素を供給しあるいは供給を停止する遮断弁
Ｈ１００、水素供給源３０からの水素ガスの供給圧力を検出する圧力センサＰ６、燃料電
池２０への水素ガスの供給圧力を減圧して調整する水素調圧弁Ｈ９、水素調圧弁Ｈ９の下
流の水素ガス圧力を検出する圧力センサＰ９、燃料電池２０の水素供給口と燃料供給路７
４間を開閉する遮断弁Ｈ２１、及び水素ガスの燃料電池２０の入口圧力を検出する圧力セ
ンサＰ５が設けられている。
【００２４】
　水素調圧弁Ｈ９としては、例えば機械式の減圧を行う調圧弁を使用できるが、パルスモ
ータで弁の開度がリニアあるいは連続的に調整される弁であっても良い。圧力センサＰ５
，Ｐ６，Ｐ９の図示しない検出信号は、制御部５０に供給される。
【００２５】
　燃料電池２０で消費されなかった水素ガスは、水素オフガスとして水素循環路７５に排
出され、燃料供給路７４の水素調圧弁Ｈ９の下流側に戻される。水素循環路７５には、水
素オフガスの温度を検出する温度センサＴ３１、燃料電池２０と水素循環路７５を連通／
遮断する遮断弁Ｈ２２、水素オフガスから水分を回収する気液分離器Ｈ４２、回収した生
成水を水素循環路７５外の図示しないタンク等に回収する排水弁Ｈ４１、水素オフガスを
加圧する水素ポンプＨ５０、及び逆流阻止弁Ｈ５２が設けられている。
【００２６】
　遮断弁Ｈ２１，Ｈ２２は、燃料電池２０のアノード側を閉鎖する。温度センサＴ３１の
図示しない検出信号は、制御部５０に供給される。水素ポンプＨ５０は、制御部５０によ
って動作が制御される。
【００２７】
　水素オフガスは、燃料供給路７４で水素ガスと合流し、燃料電池２０に供給されて再利
用される。逆流阻止弁Ｈ５２は、燃料供給路７４の水素ガスが水素循環路７５側に逆流す
ることを防止する。遮断弁Ｈ１００，Ｈ２１，Ｈ２２は、制御部５０からの信号で駆動さ
れる。
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【００２８】
　水素循環路７５は、排出制御弁Ｈ５１を介して、パージ流路７６によって排気路７２に
接続されている。排出制御弁Ｈ５１は、電磁式の遮断弁であり、制御部５０からの指令に
よって作動することにより、水素オフガスを外部に排出（パージ）する。このパージ動作
を間欠的に行うことによって、水素オフガスの循環が繰り返されて燃料極側の水素ガスの
不純物濃度が増すことによるセル電圧の低下を防止することができる。
【００２９】
　燃料電池２０の冷却水出入口には、冷却水（冷媒）を循環させる冷却路７３が設けられ
ている。冷却路７３には、燃料電池２０から排水される冷却水の温度を検出する温度セン
サＴ１、冷却水の熱を外部に放熱するラジエータ（熱交換器）Ｃ２、冷却水を加圧して循
環させるポンプＣ１、及び燃料電池２０に供給される冷却水の温度を検出する温度センサ
Ｔ２が設けられている。ラジエータＣ２には、モータによって回転駆動される冷却ファン
Ｃ１３が設けられている。
【００３０】
　温度センサＴ１，Ｔ２の検出信号は制御部５０に供給され、ポンプＣ１及び冷却ファン
Ｃ１３の駆動は制御部５０によって制御される。すなわち、本実施形態においては、これ
ら冷却路７３，温度センサＴ１，ラジエータＣ２，ポンプＣ１，温度センサＴ２，冷却フ
ァンＣ１３，及び制御部５０を備えることによって、本発明の冷媒系が構成されている。
【００３１】
　燃料電池２０は、燃料ガスと酸化ガスの供給を受けて発電する単セルを所要数積層して
なる燃料電池スタックとして構成されている。単セルは、流体流路（反応ガス流路、冷媒
流路）溝を有しガス不透過の導電性材料からなる一対のセパレータと、一対のセパレータ
で挟み込まれたＭＥＡ（Membrane Electrode Assembly）とから構成されている。ＭＥＡ
は、電解質膜及びその両面に配置した一対の電極からなり、電極は、電解質膜側から触媒
層及び拡散層を積層した構造とされている。
【００３２】
　触媒層は、電解質膜に隣接配置され、例えば、固体電解質と、炭素粒子（触媒担持カー
ボン）と、その炭素粒子に担持された触媒とを備えている。触媒としては、例えば、白金
又は白金合金等が好適に用いられる。一方、拡散層は、流体（燃料ガス、酸化ガス、生成
水）を通過させる機能と、触媒層及びセパレータを導通させる機能とを有する導電体であ
る。
【００３３】
　この燃料電池２０には、ＭＥＡを介した両面側に、拡散層とセパレータの流体流路溝と
によって区画されたガス流路が形成されており、このガス流路に燃料ガスである水素ガス
及び酸化ガスとして空気が流され、水素ガスと空気中の酸素とがＭＥＡを介して電気化学
反応することにより発電する。
【００３４】
　燃料電池２０が発生した電力は、図示しないパワーコントロールユニットに供給される
。パワーコントロールユニットは、車両の駆動モータに電力を供給するインバータと、コ
ンプレッサモータや水素ポンプ用モータなどの各種の補機類に電力を供給するインバータ
と、二次電池等の蓄電手段への充電や該蓄電手段からのモータ類への電力供給を行うＤＣ
－ＤＣコンバータなどが備えられている。
【００３５】
　制御部５０は、図示しない車両のアクセル信号などの要求負荷や燃料電池システム１の
各部のセンサ（圧力センサ、温度センサ、流量センサ、出力電流計、出力電圧計等）から
制御情報を受け取り、システム各部の弁類やモータ類の運転を制御する。
【００３６】
　加えて、制御部５０は、例えばユーザ（運転者）がイグニッションをＯＦＦにすること
等によってシステム停止指令を受けた後に、次回システム始動時の燃料電池２０の温度を
予測し、その予測結果に基づいて燃料電池２０内の水分を低減すべく、冷却路７３に設け
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られたポンプＣ１等の間欠運転を実施する。
【００３７】
　また、本実施形態においては、このようなポンプＣ１等の間欠運転を実施することによ
る水分低減処理（以下、単に「水分低減処理」ということがある。）の要否は、制御部５
０の予測結果にかかわらず、ユーザが任意に選択できるようになっている。例えば、ユー
ザがセレクトスイッチを「ＯＮ」に設定している場合には、制御部５０は、たとえ予測し
た温度が所定の閾値を超えていても、水分低減処理を実施する。
【００３８】
　一方、ユーザがセレクトスイッチを「ＯＦＦ」に設定している場合には、制御部５０は
、たとえ予測した温度が所定の閾値以下であっても、水分低減処理を実施しない。また、
ユーザがセレクトスイッチを「ＡＵＴＯ」に設定した場合には、制御部５０は、予測した
温度に基づき水分低減処理を実施する。
【００３９】
　次回システム始動時の燃料電池２０の温度は、例えばＧＰＳ等を用いて測位された車両
の位置座標から、例えばＩＴＳ等の外部から取得されるその土地における過去の気温推移
情報及び予想気温推移情報と、暦情報（月、日等）及び時間情報とを用いて、今後車両が
受けると予想される外気温の変化を推測し、予め制御部５０内の記憶装置等に保存されて
いる外気温と燃料電池２０の内部温度（以下、セル内温度）との関係を示すマップを参照
する等して、制御部５０が予測する。
【００４０】
　水分低減処理は、例えばセル内温度が０度以下と予測された場合に実施する。この水分
低減処理では、後述するように、燃料電池２０への冷却水供給及び反応ガス供給をいずれ
も停止した状態で燃料電池２０に発電を行わせる。より具体的には、冷却路７３に設けら
れたポンプＣ１及びラジエータＣ２の冷却ファンＣ１３を停止させた状態で、燃料電池２
０に発電を行わせる。
【００４１】
　なお、制御部５０は、図示しない制御コンピュータシステムによって構成される。この
制御コンピュータシステムは、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＨＤＤ、入出力インタフェース
及びディスプレイなどの公知構成から成り、市販されている制御用コンピュータシステム
によって構成される。
【００４２】
　次に、制御部５０による燃料電池システム１の停止動作について説明する。制御部５０
は、図示しない主制御プログラムにおいて、運転停止動作（例えば、イグニッションＯＦ
Ｆ）を指令する命令の発令あるいはフラグが設定された（イベント発生）ことを判別する
と、図２のフローチャートに示される処理を実行する。
【００４３】
　まず、制御部５０は、本実施形態に係る燃料電池システム１が搭載された車両の位置座
標を車載ＧＰＳより受信（取得）する（ステップＳ１）。次に、ステップＳ１で受信した
位置座標をＩＴＳに送信し、該ＩＴＳからその土地における過去の気温推移情報と予想気
温推移情報を受信（取得）する（ステップＳ３）。次いで、これらステップＳ３で受信し
た気温推移情報及び予想気温推移情報と、暦情報（月、日等）及び時間情報とに基づき、
今後車両が受けると予想される温度変化を推測し、外気温とセル内温度との関係を示すマ
ップを参照して次回システム始動時のセル内温度を予測する（ステップＳ５）。
【００４４】
　しかる後、予測したセル内温度が所定の閾値（例えば、０℃）以下であるか、言い換え
れば、次回システム始動時にセル内凍結、特に触媒層凍結の虞があるかを判定する（ステ
ップＳ７）。この判定結果が「ＹＥＳ」の場合は、ステップＳ９に進み、ユーザがセレク
トスイッチを「ＯＮ」，「ＯＦＦ」，及び「ＡＵＴＯ」のいずれを選択しているかの判定
、つまり、ユーザ設定の判定を行う。
【００４５】
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　ユーザ設定が「ＯＦＦ」の場合には、たとえステップＳ７の判定結果が「ＹＥＳ」であ
っても、言い換えれば、たとえ次回システム始動時にセル内凍結の虞がない場合であって
も、ユーザの意思に従い、水分低減処理の一例として実施されるステップＳ１１の処理、
すなわち、ポンプＣ１等の間欠運転をスキップする。一方、ユーザ設定が「ＡＵＴＯ」の
場合には、ステップＳ７の判定結果「ＹＥＳ」に従い、また、ユーザ設定が「ＯＮ」の場
合には、ユーザの意思に従い、ステップＳ１１の処理を実施する。
【００４６】
　ステップＳ１１の水分低減処理では、まず、コンプレッサＡ１の運転を停止して燃料電
池２０へ酸化ガス供給を遮断すると共に、遮断弁Ｈ１００を閉じて燃料電池２０への燃料
ガス供給を遮断し、このような反応ガス供給遮断状態で燃料電池２０に発電を行わせてお
く。
【００４７】
　そして、冷却路７３に設けられたポンプＣ１の運転と、ラジエータＣ２における冷却フ
ァンＣ１３の運転を停止させる。これにより、冷却水の循環を停止した状態で燃料電池２
０に発電を行わせることになるため、燃料電池２０の温度が速やかに上昇し、燃料電池１
０の内部に滞留している水分の蒸発が促進される結果、次回システム始動時のセル内凍結
、特に触媒層凍結は効果的に抑制される。
【００４８】
　ただし、燃料電池２０への冷却水供給を停止して燃料電池２０の温度が所定の触媒酸化
温度にまで上昇してしまうと、触媒層が酸化してしまう虞が生じるため、間欠運転中にお
けるポンプＣ１及び冷却ファンＣ１３の運転停止後は、所定時間の経過を待ってポンプＣ
１及び冷却ファンＣ１３の運転を再開するものとする。これにより、触媒層に用いられて
いる触媒担持カーボンの酸化が抑制可能となり、燃料電池２０の耐久性向上を図ることが
できる。
【００４９】
　一方、間欠運転中にポンプＣ１及び冷却ファンＣ１３の運転を再開したときに、燃料電
池２０と該燃料電池２０に供給される冷却水の温度差ΔＴが所定値以上であると、この温
度差ΔＴによる熱衝撃で燃料電池２０に割れ等の破損が発生する可能性がある。このため
、温度差ΔＴが所定値を上回らないように、ポンプＣ１及び冷却ファンＣ１３を間欠的に
作動させて、燃料電池２０の温度が過度に上昇しないようにする。
【００５０】
　このとき、ポンプＣ１及び冷却ファンＣ１３は、燃料電池２０あるいは触媒層の温度に
応じて間欠運転させてもよいし、一定時間おきに間欠運転させてもよい。以上のように、
間欠運転中にポンプＣ１及び冷却ファンＣ１３の運転を再開させた時に生じる温度差ΔＴ
を所定値以下に抑えることにより、間欠運転中に燃料電池２０に与える熱衝撃を緩和する
ことができる。なお、燃料電池２０あるいは触媒層の温度は、温度センサＴ１で計測され
る冷却水の温度で代用してもよい。
【００５１】
　また、ポンプＣ１及び冷却ファンＣ１３の間欠運転中、制御部５０は冷却水系（冷媒系
）の異常として例えば冷却路７３の詰まりを判定する異常判定部としても機能する。冷却
水が燃料電池２０を冷却しながら冷却路７３を正常に循環していれば、燃料電池２０から
排出された冷却水の温度は、燃料電池２０に供給される冷却水の温度に比して上昇してい
るはずである。
【００５２】
　したがって、本実施形態の燃料電池システム１では、燃料電池２０から排出される冷却
水の温度を温度センサＴ１にて監視し、該温度が上昇しない場合は、冷却路７３に詰まり
が生じている等、冷却水系に何らかの異常があると判断する。なお、冷却水の温度が上昇
しない場合とは、冷却水の温度が全く上昇しない場合だけでなく、単位時間当たりの温度
上昇幅や、温度上昇率が所定値以下の場合を含むものとする。
【００５３】



(8) JP 5002955 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

　ステップＳ７の判定結果が「ＮＯ」の場合、言い換えれば、次回システム始動時にセル
内凍結の虞がない場合には、ステップＳ２１に進み、ユーザがセレクトスイッチを「ＯＮ
」，「ＯＦＦ」，及び「ＡＵＴＯ」のいずれを選択しているかの判定、つまり、ユーザ設
定の判定を行う。このユーザ設定の判定処理は、ステップＳ９の処理と同様であるため、
その説明は省略する。
【００５４】
　ステップＳ２１の判定の結果、ユーザ設定が「ＯＮ」の場合には、たとえステップＳ７
の判定結果が「ＮＯ」であっても、言い換えれば、たとえ次回システム始動時にセル内凍
結の虞がない場合であっても、ユーザの意思に従い、ステップＳ１１の処理を実施する。
一方、ユーザ設定が「ＡＵＴＯ」の場合には、ステップＳ７の判定結果「ＮＯ」に従い、
また、ユーザ設定が「ＯＦＦ」の場合には、ユーザの意思に従い、ステップＳ１１の処理
をスキップする。
【００５５】
　以上説明したように、本実施形態に係る燃料電池システム１とその運転停止方法によれ
ば、システム停止時に燃料電池２０への冷却水供給を停止することにより、発電に伴い発
熱した燃料電池２０の保有熱によって該燃料電池２０内の水分蒸発が促進されるので、次
回システム起動時における燃料電池２０内の触媒層の凍結を抑制することができる。
【００５６】
　また、燃料電池２０への冷却水供給停止後、所定時間経過後に燃料電池２０への冷却水
供給を再開することにより、すなわち、ポンプＣ１等を間欠運転することにより、システ
ム停止時及びシステム停止中の触媒層の酸化を抑制することができる。以上のことから明
らかなように、本実施形態によれば、次回システム始動時における燃料電池２０の温度推
定結果に応じて、冷媒供給の停止および再開（冷媒制御）が制御されるので、システム停
止時における冷媒制御の無駄を抑制することができる。
【００５７】
　また、例えばユーザが予定している又は予想した次回システム始動時の状況（例えば、
月，日，時刻，日向，日陰，山間部，平野部等）等に応じて、ステップＳ１１の水分低減
処理の要否をユーザが任意に選択することができるので、制御部５０が水分低減処理を必
要と判定した場合（ステップＳ７：「ＹＥＳ」）であっても、かかる処理を強制的に禁止
することが可能である一方、逆に制御部５０が水分低減処理を不要と判定した場合（ステ
ップＳ７：「ＮＯ」）であっても、かかる処理を強制的に実施することも可能であり、使
い勝手が向上する。
【００５８】
　なお、上記各実施形態は本発明を説明するための例示であり、本発明をこれに限定する
ものではない。例えば、毎朝ほぼ定刻に自動車通勤する等の比較的短期的なものから月単
位または年単位の中長期的なユーザの行動パターンを学習し、運転時または運転停止時に
、次に始動するタイミング（月、日、時刻等）を取得し、当該タイミングと、燃料電池の
温度または該温度と相関を有する温度とタイミングとが対応付けられた気候（温度）マッ
プとに応じて、次回システム始動時の温度を予測するようにしもてよい。この気候マップ
は、燃料電池システム１あるいは車両の外部から与えてもよいし、学習してよい。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明に係る燃料電池システムの一実施形態を概略的に示したシステム構成図で
ある。
【図２】図１に示した制御部による燃料電池システムの停止動作を説明するフローチャー
トである。
【符号の説明】
【００６０】
　１…燃料電池システム、２０…燃料電池、５０…制御部（異常判定部、冷媒系の一部）
、７３…冷却路（冷媒系の一部）、Ｃ１…ポンプ（冷媒系の一部）、Ｃ２…ラジエータ、
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Ｃ１３…冷却ファン、Ｔ１，Ｔ２…温度センサ

【図１】 【図２】
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